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 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定により実施した定期監査の結果

に関する報告を、同条第９項の規定により、次のとおり公表する。 
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令和２年度定期監査報告書 

 

 

第１ 監査の期間 

 令和２年１１月１２日、１３日 ２日間 

 

第２ 監査の目的 

   令和２年度の財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理について、関係法令等 

の定めるところに従って合理的、能率的に執行されているかを検証することを目的に実施した。 

 

第３ 監査の方法 

   あらかじめ指定した資料及び関係書類等の提出を求め、所属長ほか担当職員から事情聴取を 

行う等の方法により実施した。 

   なお、今年度は、次の事項を重点に監査を行なった。 

（１）地域振興費の執行状況について 

 （２）消防署・神岡給食センターの執行状況及び備品台帳の整備及び管理状況について 

  （３）施設の設備・管理状況について 

   

 

第４ 監査の対象 

   上記（１）地域振興費の執行状況 河合振興事務所、宮川振興事務所、神岡振興事務所 

 上記（２）対象消防署      消防本部、古川消防署、神岡消防署、北分署 

   上記（３）対象         消防本部、古川消防署、神岡消防署、北分署、 

神岡給食センター 

第５ 監査の結果 

   財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理については、関係法令等に準拠し、概ね 

適正に執行されていると認めた。 

なお、軽易な事項については、その都度口頭で指摘したが、特に要望したい事項については、 

次のとおりであるので検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 （１）地域振興費の執行状況について 

令和２年１１月１日現在での執行状況は次のとおりである。 

            （単位：円）  
 

予算額 支出済額 執行率 備考 

神岡振興事務所 ３１０,１１６,０００ １８９,１９５,９３０ ６１.０％  

河合振興事務所 １０１,３８９,０００ ５６,２０１,９１７ ５５.５％  

宮川振興事務所 ９８,２４４,０００ ５８,０３４,３２２ ５９.１％  

合 計 ５０９,７４９,０００ ３０３，４３２，１６９ ５９.５％  

 

市民生活に欠くことのできない地域の振興、安全安心な地域づくりに関連する公共施設

の改良整備や補修対策などを、地域からの要望に対して迅速な対応をもって地域の利便性

を図ることを目的としてきめ細かく取り組まれている。 

昨年度（１１月１日現在）５８.３％であった３つの振興事務所の合計執行率は、今年

度５９.５％であった。新型コロナウイルス感染症の状況下での事業実施や、冬期におけ

る工事遅延等が不安であるため、事業計画を精査し執行されたい。 

今後も地域の要望にできるだけ応えられるよう努力されるとともに、地域に密着した振

興事務所の機能を十分発揮され、地域住民が安心安全に暮らせる町づくり、かつ元気を維

持できる町づくりに取り組まれたい。 

     窓口手数料等の管理については、適切に管理がされていた。今後も２名以上での現金確

認や集計表のチェック等、現金等の管理には十分注意して取扱いされたい。 

 

（２）各消防署、神岡給食センターの執行状況及び備品台帳の整備及び管理状況について 

    備品台帳については、概ね適正に管理されていた。添付された備品シールと台帳との確

認を今後も定期的に確認されたい。 

  消防・救急車両等についての点検は毎日行われており、安全に対しての注意は今後も継

続して取り組まれたい。 

 

（３）施設の設備・管理状況について 

 各消防署、神岡給食センターの施設の設備・管理状況については、整理整頓・衛生管理

に心がけ管理されていた。今後も安全安心に心がけ、点検・整備に取り組まれたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


